
 議案第１２号 

 

   かすみがうら市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例の    

   制定について 

 

 かすみがうら市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例を次のとおり

制定する。 

 

   令和５年３月３日提出 

 

                 かすみがうら市長  宮 嶋  謙   

 

   かすみがうら市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

 かすみがうら市子ども・子育て会議条例（平成２５年かすみがうら市条例第２

２号）の一部を次のように改正する。 

 

 第１条中「第７７条第 1項」を「第７２条第 1項」に改める。 

 第２条中「第７７条第１項各号」を「第７２条第１項各号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

51


